
                                       

 
 
 

 

 

１ いわゆる「脱法ドラッグ」の実態把握の徹底とその危険性についての

国民への啓発強化 

①  危険ドラッグの実態把握の徹底 

○ 危険ドラッグの販売・乱用等の実態把握の徹底 

○ 危険ドラッグに関するインターネット上の違法・有害情報対策の強化 

○ 特定商取引法に違反しているおそれのある通信販売サイトに対する適切な措置 

②  危険ドラッグの危険性についての啓発の強化 

○ 指定薬物に該当しないものについても、精神毒性等から相当の危険性があると判明した段階 

で、速やかに、国民に対して、所持・使用しないよう勧告するなど、迅速かつ効果的に情報を

発信 

○ 訴求性の高い広報媒体や手法の活用に配意した、メディアを通じた効果的な広報啓発活動 

○ 夏休み期間等の節目となる時期を捉えた重点的な広報啓発活動等 

○ 地域における関係機関の相談窓口等の周知徹底 

１ 危険ドラッグの実態把握の徹底とその危険性についての啓発強化 

危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策の概要 

 
◎ 危険ドラッグの乱用の根絶を図るため、第四次薬物乱用防止五か年戦略及び内閣総理大臣指

示を踏まえ、政府一体となって当面以下の対策を強力に推進 

緊急対策の策定 

２ 指定薬物の迅速な指定と危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底 

① 海外情報の積極的な活用等を通じた危険ドラッグの指定薬物への迅速かつ効果的な

指定 

○ 海外の流通実態や危険情報に基づく国内流通前の迅速かつ効果的な指定薬物の指定 

○ 薬事・食品衛生審議会の適時開催及び緊急を要する場合の指定手続の特例の適用 

○ 指定薬物の指定を迅速化するための買い上げ又は収去した製品の分析・鑑定体制の充実強化

○ 国連薬物犯罪事務所（UNODC）等との連携を通じた、未規制物質の国際的な情報交換の促進 

② 危険ドラッグに係る犯罪の取締りの徹底 

○ 関係機関による一斉合同立ち入り検査等の実施 

○  関係機関による合同（共同）捜査等の枠組みを活用した集中取締りの実施 

○ 指定薬物の判定に必要なデータベース、鑑定資機材、鑑定体制等の充実による鑑定の高度化

○ 国内流入阻止に繋がるよう水際対策等の徹底 

○ 危険ドラッグに関係する刑事事件への関係法令の適切な運用と厳正な対処 

３ 危険ドラッグの規制のあり方の見直し 

○ 新たな薬物の出現を押さえるための包括指定の効果的な運用等の検討 

○ 指定薬物に該当しない場合に無承認医薬品として取締りを行うための検査方法の研究及び 

取締手法の検討 


